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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

（１）業務の適正を確保するための体制
当社は、取締役会において、業務の適正を確保するため「内部統制システム構築の基本方
針」を制定しており、その内容は以下のとおりであります。

① 執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、コンプライアンス全体を統括する組織として、代表執行役社長を委員長とする「コ
ンプライアンス・リスク管理委員会」を設置するとともに、「法令遵守マニュアル」を制定し、
コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、役員及び従業員がそれぞれの立場でコ
ンプライアンスを自らの問題としてとらえて業務運営にあたるよう、研修等を通じ周知徹底を
図っている。
また、当社及び子会社の役員並びに従業員が、社内においてコンプライアンス違反行為が行
われ、または行われようとしていることに気がついたときは、監査室長、法務室長に通報しな
ければならない。通報を受けた監査室長、法務室長は、直ちに監査委員会又は監査委員会が指
名した監査委員にその内容を報告しなければならない。会社は通報内容を秘守し、通報者に対
して不利益な取り扱いを行わない。

② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、運輸・倉庫を主業務としており、安全第一を優先する考え方に立っている。各営業
所では事故・違反ゼロに向け、毎月「安全会議」を開催して所属員の情報連携と意識高揚に努
めており、本社では「安全・品質管理部」を設置し、監査室と連携して各営業所の定期監査を
実施し、防犯と安全に向けたチェックと指導を行っている。
なお、リスク管理全体を統括する組織として「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設
け、有事においては、代表執行役社長を本部長とする「緊急対策本部」が会社全体を統括して
危機管理にあたり、平時においても、各部門が有するリスクを洗い出し、そのリスク軽減等に
取り組むこととする。

③ 執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会で執行役の職務の分掌を定め、各執行役が担当する領域を明確にし、全執
行役が出席する執行役会を原則として毎月１回開催し、業務執行に係る基本的事項及び重要事
項に係る意思決定を機動的に行うものとする。
また、代表執行役社長の諮問機関として経営会議及びグループ経営会議を設置し、重要事項
等の審議を通じて経営の効率化・健全性・透明性の確保に取り組んでいる。
なお、グループ経営会議では、子会社の自立的な経営及び独立性を尊重しつつ、グループ全
体の経営戦略及び中期計画並びに年度予算等を審議している。
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④ 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。
また、情報の管理のうち、個人情報保護については、個人情報保護に関する基本方針並びに
個人情報管理規程等に基づき対応しており、業務上の機密情報の保存・管理については、文書
管理規程等に基づき管理体制の強化に努めるものとする。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社の経営については「関係会社管理規程」に基づき、所定の事項については担当役員を
経由して代表執行役社長の承認を得るとともに、重要事項については、当社取締役会に報告す
る。また、経営内容を的確に把握するために報告事項を定め、必要に応じて取締役会に報告す
る。
子会社のコンプライアンス体制及びリスク管理等については、当社の関連規程に準じて体制
整備、リスク管理を実現するための必要な指導及び支援を行う。
当社の内部監査部署は、内部監査規程等に基づき子会社の内部監査を実施する。

⑥ 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
当社は、監査委員会の職務を補助する専任の組織として、監査委員会直轄の監査委員会室を
設置する。

⑦ 監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性に関する事項
当社は、監査委員会室に所属する従業員の人事評価、人事異動、懲戒処分等については、あ
らかじめ、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員の同意を必要とし、執行役その他業
務執行者からの独立性を確保する。

⑧ 監査委員会の職務を補助すべき使用人に対する監査委員会の指示の実効性の確保に関する
事項
当社は、当社の監査委員会室に所属する従業員は、監査委員会室の専任とし、監査委員会の
指揮命令に服する。
監査委員会室長は、監査委員会監査の円滑な遂行のために監査委員会室に所属する他の従業
員を指揮して所管業務を統括する。

⑨ 次に掲げる体制その他の当社の監査委員会への報告に関する体制
a. 取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び使用人が当社の監査委員会に報告
をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制
(ⅰ) 当社の取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び従業員は、監査委員会

又は監査委員会が指名した監査委員からその職務の執行に関する事項について報告
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を求められたときは、速やかに監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に適
切な報告を行うものとする。

(ⅱ) 当社の執行役及び従業員は、当社、当社の子会社又は関連会社の業務又は財務の状
況に重大な影響を及ぼす恐れのある事項を発見したときは、その内容について直ち
に監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告しなければならない。

b. 子会社の取締役、監査役、執行役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれら
の者から報告を受けた者（以下、「子会社取締役等」という。）が当社の監査委員会に報
告をするための体制
(ⅰ) 子会社取締役等又は当社の執行役及び従業員は、監査委員会又は監査委員会が指名

した監査委員から子会社に関する事項について報告を求められたときは、速やかに
監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に適切な報告を行うものとする。

(ⅱ) 子会社取締役等又は当社の執行役及び従業員は、子会社の業務又は財務の状況に重
大な影響を及ぼす恐れのある事項を発見したときは、その内容について直ちに監査
委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告しなければならない。

⑩ 前⑨の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
(ⅰ) 監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に報告した者は、当社並びに執行役

及び従業員から、当該報告をしたことを理由としたいかなる不利益も受けないもの
とする。

(ⅱ) 当社並びに執行役及び従業員は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員に
報告した者に対して、当該報告をしたことを理由としたいかなる不利益も加えては
ならない。

⑪ 監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費
用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係
る方針に関する事項
(ⅰ) 執行役及び従業員は、監査委員又は監査委員会が監査の実施のために弁護士、公認

会計士その他の社外の専門家に対して助言を求めるとき、又は調査、鑑定その他の
事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査委員
又は監査委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むこ
とができない。

(ⅱ) 前号の規定は、着手金等の前払及び事後的に発生した費用等の償還その他の監査委
員会の職務の執行に係る費用についても同様とする。
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⑫ その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ) 代表執行役社長は、監査委員会又は監査委員会が指名した監査委員と定期的に会合

を持ち、経営方針、当社が対処すべき課題、当社を取り巻く重大なリスク、監査上
の重要課題等について意見交換を行う。

(ⅱ) 執行役及び従業員は、監査委員会が指名した監査委員が、執行役会その他の重要な
会議に出席して意見を述べ、又は説明を求めた場合には、誠実かつ適切に対応する
ものとする。

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制整備
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評
価の取り扱い」を定め、関係諸規程の整備、役員及び従業員の意識向上、内部監査制度の充実
等に努め、財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な内部体制整備を推進し、その適切な運
用・管理に努める。

⑭ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たないこと、不当な要求を受け入れない
ことを基本方針とし、警察・弁護士等の外部専門機関と連携して被害防止の体制整備を図ると
ともに、法令遵守マニュアルに明文化して社内の周知徹底を行う。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況
当社では、「内部統制システム構築の基本方針」に基づき、企業集団の業務の適正を確保す
るための体制整備とその適切な運用に努めており、当連結会計年度における運用状況は以下
のとおりであります。

当社は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を２回（８月・２月）開催し、法令・社
内規程等の遵守状況の確認及び審議を行い、必要に応じて体制の見直しを実施しました。
リスク管理体制においては、安全・品質管理部と監査室が連携し、各営業所の定期監査を
実施し、防犯と安全に向けたチェックと指導を行いました。
また、各営業所では、毎月開催する安全会議において、所属長の情報連携と安全に対する
意識高揚に努めております。
当社は、社外取締役６名を含む10名で構成する取締役会を毎月開催し、執行役の職務執行
を監督しました。
子会社のコンプライアンス・リスク管理については、「関係会社管理規程」に基づき、財務
状況に関する資料やリスク管理状況等の各種報告、四半期ごとの「グループ経営会議」にお
いて執行及び管理状況の報告を受けております。また、「内部監査規程」に基づき、当社監査
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室が内部統制監査を実施しており、当該監査結果においては、重大な不備は検出されており
ません。
監査委員は、監査方針を含む監査計画を策定し、「監査委員会監査基準」に基づき、取締役
会及び執行役会の決議の内容、内部統制システムの整備状況を監視・検証を行い、監査室・
会計監査人と連携し取締役及び執行役の職務の執行状況を監査し、毎月１回開催する監査委
員会において監査委員間の情報共有を行い、取締役会及び執行役会への提言の取りまとめを
行いました。
さらに、主要な稟議書を閲覧し、コンプライアンス・リスク管理委員会、経営会議等の重
要な会議に監査委員又は委員の指示による委員会室が出席し、必要な場合は取締役、執行役
又は使用人等に説明を求めるなど意見交換を行いました。
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連結株主資本等変動計算書（自
至
2019
2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日） （単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 965,110 95,950 6,977,913 △167,073 7,871,900
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 36,885 36,885
剰 余 金 の 配 当 △179,707 △179,707
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 691,593 691,593

自 己 株 式 の 取 得 － －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） －

当 期 変 動 額 合 計 36,885 － 511,885 － 548,771
当 期 末 残 高 1,001,996 95,950 7,489,799 △167,073 8,420,672

（単位：千円）

その他の包括利益累計額
非 支 配
株 主 持 分 純 資 産 合 計

そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

退 職 給 付
に 係 る 調
整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 15,516 △31,059 △15,542 － 7,856,358
当 期 変 動 額
新 株 の 発 行 36,885
剰 余 金 の 配 当 △179,707
親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益 691,593

自 己 株 式 の 取 得 －

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） △15,337 △12,809 △28,147 － △28,147

当 期 変 動 額 合 計 △15,337 △12,809 △28,147 － 520,623
当 期 末 残 高 178 △43,868 △43,690 － 8,376,981
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 注 記 表
1． 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1)連結の範囲に関する事項

　 ①連結子会社の数及び連結子会社の名称
　 連結子会社の数 ５社
　 連結子会社の名称 ユートランスシステム株式会社
　 株式会社イシカワコーポレーション
　 株式会社ＦＭサポート２１
　 株式会社トランスポート２１

株式会社ワールドコーポレーション

従来、持分法適用会社であった株式会社ワールドコーポレーションは、2020年１月31日
の株式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。なお、当連結会計年度
は貸借対照表のみ連結しております。

②連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のユートランスシステム株式会社、株式会社イシカワコーポレーション及び株
式会社ワールドコーポレーションの決算日は12月31日であり、連結子会社の決算日現在の
財務諸表を使用しております。
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っており
ます。

(2)重要な会計方針に関する事項
① 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法
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たな卸資産の評価基準及び評価方法
商 品 総平均法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下によ

る簿価切下げの方法により算定）

貯 蔵 品 最終仕入原価法

　 ② 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備除く）
及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。

無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利
用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。

　
　 ③ 引当金の計上基準

貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実
績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しております。

　 ④ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
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退職給付に係る会計
処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結
会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産
の額を控除した額を計上しております。ただし、年金資産の額が
退職給付債務を超える場合には、退職給付に係る資産として計上
しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見
込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。
過去勤務費用については、その発生した連結会計年度で一括費用
処理しております。
数理計算上の差異については、主として各連結会計年度の発生時
における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）
による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処
理しております。
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産
の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計
額に計上しております。

のれんの償却方法及び
償却期間

10年間の定額法により償却を行っております。

(3)未適用の会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年３月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年３月30
日)

① 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認
識されます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

② 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
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　③ 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結計算書類の作成時において評価中であります。
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2． 連結貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務

　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
　 担保に供している資産

建 物 171,123 千円
土 地 91,628 千円
計 262,752 千円

　 上記に対応する債務
一年内返済予定の長期借入金 218,378 千円
長 期 借 入 金 369,349 千円
計 587,727 千円

（2）資産に係る減価償却累計額
　 有形固定資産の減価償却累計額 6,298,011 千円

3． 連結損益計算書に関する注記
(1) 減損損失
　 当社グループは原則として継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を単位とし
て、グルーピングを行っております。

　 当連結会計年度において、重要な減損損失として127,036千円を計上しております。下記の
資産については、投資額の回収可能性が不確実であるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額
しております。

　 なお、当該資産の回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを
　 割引率6.0％で割り引いて算定しております。

2020年05月28日 10時24分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



― 12 ―

用途 場所 種類 金額

事業所資産 東京都板橋区

建物 5,855千円
構築物 58千円
工具、器具及び備品 405千円
ソフトウェア 499千円

事業所資産 愛知県豊川市

建物 13,727千円
工具、器具及び備品 5,157千円
ソフトウェア 78千円
その他 33千円
リース資産減損勘定 101,220千円

4． 連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式に関する事項 （単位：株）

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 13,176,800 87,200 － 13,264,000

　
（2）自己株式に関する事項 （単位：株）

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式 340,542 － － 340,542

　

（3）配当に関する事項
　①配当金支払額

決 議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円） 基準日 効力発生日

2019年６月19日
定時株主総会 普通株式 179,707 14.0 2019年

３月31日
2019年
６月20日

　

　②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも
の
決 議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額

（千円）
１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2020年６月17日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 232,622 18.0 2020年

３月31日
2020年
６月18日
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5． 金融商品に関する注記
（1）金融商品の状況に関する事項
　当社グループは、主として短期的な預金等で資金を運用し、銀行等金融機関からの借入によ
り資金を調達しております。
　受取手形及び営業未収入金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を
図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の
把握を行っております。
　借入金のうち、短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投
資に係る資金調達です。営業債務や長期借入金の流動性リスクや金利変動リスクに対し、月次
に資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

（2）金融商品の時価等に関する事項
　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次表
のとおりです。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1） 現金及び預金 3,238,920 3,238,920 －
（2） 受取手形 220,891 220,891 －
（3） 営業未収入金 3,993,293 3,993,293 －
（4） 投資有価証券
　 その他有価証券 146,804 146,804 －
（5） 破産更生債権等 44,197 44,197 －
　 貸倒引当金 △42,981 △42,981 －

1,215 1,215 －
（6） 差入保証金 250,107 229,281 △20,825
　資産計 7,851,232 7,830,406 △20,825
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（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1） 営業未払金 2,412,101 2,412,101 －
（2） 短期借入金 600,000 600,000 －
（3） 未払金 401,135 401,135 －
（4） 長期借入金（＊） 1,320,130 1,325,129 4,999
（5） 長期未払金 171,230 169,523 △1,706
　負債計 4,904,597 4,907,889 3,292
（＊）１年内返済予定の長期借入金506,687千円は、長期借入金に含めて表示しております。
　（注１） 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産

(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)営業未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。

(4)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(5)破産更生債権等
破産更生債権等については、担保及び保証等による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定してい
るため、時価は貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもっ
て時価としております。

(6)差入保証金
差入保証金のうち、返済期間が確定しているものの時価については、将来キャッシュ・フローを合理
的と考えられる割引率で割り引いて算定しております。

負 債
(1)営業未払金、(2)短期借入金、(3)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。

(4)長期借入金、(5)長期未払金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引
いて算定しております。
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　（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

区 分 連結貸借対照表計上額
　投資有価証券
　 非上場株式 142,049
　出資金 11,045
　差入保証金 789,396
　長期預り金 199,135
長期未払金 128,528

　これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。
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6． 企業結合に関する注記
取得による企業結合
当社は、2020年１月31日付で持分法適用関連会社である株式会社ワールドコーポレーション
の株式を追加取得し、子会社化いたしました。

(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及び事業内容
　被取得企業の名称 株式会社ワールドコーポレーション
事業の内容 個人引越業務及び事務所移転業務
② 企業結合を行った主な理由
　当社では、大型の赴任引越業務が拡大し、従来にも増して株式会社ワールドコーポレーショ
　 ンの現場能力が重要となっており、同社もオフィス移転業務に注力する中で、ヒガシブラン
　 ドでの営業が必須となっております。
上記を鑑み、両社で協議を行い、完全一体化した経営がお互いに最良と判断いたしました。
③ 企業結合日
　2019年12月31日
④ 企業結合の法的形式
　現金を対価とする株式の取得
⑤ 結合後企業の名称
　変更はありません。
⑥ 取得した議決権比率
　取得直前に所有していた議決権比率 20％
　企業結合日に追加取得した議決権比率 80％
　取得後の議決権比率 100％
　⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価とした株式取得により、持分法適用関連会社である株式会社ワールドコーポ
レーションの議決権を取得するためであります。
(2) 連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間
被取得企業の決算日である12月31日現在の財務諸表を使用しているため、当連結会計年度は

貸借対照表のみ連結しております。なお、企業結合日までは持分法適用関連会社としての業績
が、「持分法による投資利益」として含まれています。
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(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 企業結合直前に保有していた持分の帳簿価額 0千円

追加取得した普通株式の対価 現金 34,000千円
　取得原価 34,000千円
(4) 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
　 3,563千円
(5) 主要な取得関連費用の内容及び金額
　 該当事項はありません。
(6) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① 発生したのれんの金額

17,507千円
② 発生原因

主として被取得企業が事業を展開することによって期待される超過収益力であります。
③ 償却方法及び償却期間

重要性が乏しいため、発生時に一括償却しております。
(7）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳
流動資産 161,550千円
固定資産 37,629千円
資産合計 199,179千円
流動負債 117,862千円
固定負債 56,325千円
負債合計 174,187千円

7． １株当たり情報に関する注記
(1) １株当たり純資産額 648円20銭
(2) １株当たり当期純利益 53円62銭

8． 重要な後発事象に関する注記
　 該当事項はありません。

9． その他の注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書（自
至
2019
2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日） （単位：千円）

株 主 資 本
資 本 金 資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計
当 事 業 年 度 期 首 残 高 965,110 95,950 95,950
事 業 年 度 中 の 変 動 額
新 株 の 発 行 36,885
圧 縮 積 立 金 の 取 崩
別 途 積 立 金 の 積 立
剰 余 金 の 配 当
利 益 準 備 金 の 積 立
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の事業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 36,885 － －
当 事 業 年 度 期 末 残 高 1,001,996 95,950 95,950

（単位：千円）
株 主 資 本

利 益 剰 余 金
自 己
株 式

株主資本
合 計利 益

準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計圧 縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当事業年度期首残高 104,373 68,769 5,520,000 1,237,288 6,930,431 △167,073 7,824,418
事業年度中の変動額
新 株 の 発 行 36,885
圧 縮 積 立 金 の 取 崩 △3,161 3,161 － －
別 途 積 立 金 の 積 立 100,000 △100,000 － －
剰 余 金 の 配 当 △179,707 △179,707 △179,707
利 益 準 備 金 の 積 立 17,970 △17,970 － －
当 期 純 利 益 652,524 652,524 652,524
自 己 株 式 の 取 得 － －
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 17,970 △3,161 100,000 358,007 472,817 － 509,702
当事業年度期末残高 122,343 65,607 5,620,000 1,595,296 7,403,248 △167,073 8,334,121
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（単位：千円）

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当 事 業 年 度 期 首 残 高 15,338 15,338 7,839,756
事 業 年 度 中 の 変 動 額
新 株 の 発 行 36,885
圧 縮 積 立 金 の 取 崩 －
別 途 積 立 金 の 積 立 －
剰 余 金 の 配 当 △179,707
利 益 準 備 金 の 積 立 －
当 期 純 利 益 652,524
自 己 株 式 の 取 得 －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △15,159 △15,159 △15,159

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △15,159 △15,159 494,543
当 事 業 年 度 期 末 残 高 178 178 8,334,299

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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個 別 注 記 表
1． 重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法
①有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法
　商 品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿

価切下げの方法により算定）

　貯 蔵 品 最終仕入原価法

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
（リース資産を除く）

定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（附属設備除く）
及び2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。

②無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利
用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

③リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。
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（3）引当金の計上基準
①貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しております。

③退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付
債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま
す。過去勤務費用については、発生した事業年度で一括費用処理
しております。数理計算上の差異については、各事業年度の発生
時の従業員平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており
ます。なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職
給付債務から未認識数理計算上の差異等を控除した額を超過する
場合には、前払年金費用として計上しております。

（4）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識の数理計算上の差異の会計処理の方法は、

連結計算書類におけるこれらの計算処理の方法と異なっておりま
す。

②消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
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2． 貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産及び担保に係る債務
　 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。
　 担保に供している資産

建 物 171,123 千円
土 地 91,628 千円
計 262,752 千円

　 上記に対応する債務
一年内返済予定の長期借入金 218,378 千円
長 期 借 入 金 369,349 千円
計 587,727 千円

（2）資産に係る減価償却累計額
　 有形固定資産の減価償却累計額 5,826,446 千円
（3）債務保証

他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
株式会社イシカワコーポレーション 7,331 千円

（4）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
　 短期金銭債権 206,193千円
　 短期金銭債務 285,301千円
　 長期金銭債務 8,820千円
3． 損益計算書に関する注記
（1）関係会社との取引高
　 売上高 157,258千円
　 仕入高 964,606千円
　 営業取引以外の取引による取引高 159,090千円
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（2）減損損失
　 詳細につきましては、連結注記表の「連結損益計算書に関する注記」をご参照ください。

4． 株主資本等変動計算書に関する注記
　 自己株式に関する事項
　 当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 普通株式 340,542株

5． 税効果会計に関する注記
　 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　 繰延税金資産

株式報酬費用 20,122千円
賞与引当金 61,380千円
未払事業税 19,887千円
未払役員退職金 24,029千円
投資有価証券評価損 5,155千円
会員権評価損 7,281千円
貸倒引当金 20,477千円
減価償却費等 7,049千円
資産除去債務 78,088千円
未払法定福利費 9,392千円
減損損失 59,385千円
その他 8,905千円
繰延税金資産小計 321,156千円
評価性引当額 △13,992千円
繰延税金資産合計 307,164千円

　 繰延税金負債
圧縮積立金 △28,927千円
除去費用の資産計上額 △56,912千円
前払年金費用 △16,676千円
繰延税金負債合計 △102,517千円
繰延税金資産純額 204,647千円
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6． 関連当事者との取引に関する注記
　 該当事項はありません。

7. 企業結合に関する注記
当社は、2020年１月31日付で持分法適用関連会社である株式会社ワールドコーポレーショ
ンの株式を追加取得し、子会社化いたしました。
詳細につきましては、連結注記表の「企業結合に関する注記」をご参照ください。

8． １株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 644円90銭
（2）１株当たり当期純利益 50円59銭

9． 重要な後発事象に関する注記
　 該当事項はありません。

10． その他の注記
該当事項はありません。
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